
別記様式

随意契約によることとした
理 由

　本件は、高知港三里地区防波堤工事等に使用する被覆ブ
ロックの製作等に使用するものである。
　高知港周辺において、当所の希望する条件を満たす用地
は当該地のほかになく、引き続き使用するものである。
　よって、会計法第２９条の３第４項に基づき、当該用地の所
有者である住友大阪セメント（株）四国支店と随意契約を締
結するものである。

備 考 契約期間は令和６年４月１日～令和７年３月３１日

円

予定価格（消費税及び地
方 消 費 税 含 む ） 25,966,830 円

契 約 の 相 手 方 の
氏 名 及 び 住 所

住友大阪セメント株式会社　四国支店
香川県高松市丸の内４番４号

契約金額（消費税及び地
方 消 費 税 含 む ） 25,966,830

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の
名 称 及 び 所 在 地

支出負担行為担当官
四国地方整備局次長　森　信哉
香川県高松市サンポート３番３３号

契 約 締 結 日 令和6年4月1日

随意契約結果書

物品等の名称及び数量 作業ヤード賃貸借（その２）（仁井田ヤード）　一式


